
８  「  一時保護児童への支援体制の強化 」  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 現状・ こ れま で の取組  

１  一時保護需要に応え る 環境整備の推進 

（ １ ）  一時保護需要を 充足する 体制の構築 

 〇 都内８ か所の一時保護所において 、 空き 状況や地域性等を 考慮し 調整を 図り な

がら 、 都全域の児童の受入れを 実施し て いま す。 ま た 、 児童の状況や、 虐待の影

響等への専門的な ケ ア の必要性の程度に応じ て 、 里親、 児童福祉施設、 医療機関

等に一時保護委託も 実施し て いま す。  

乳幼児に関し て は、 都内の乳児院で受け 入れて おり 、 き め細か な ア セ ス メ ン ト

や支援を 行っ て いま す。  

 

 

２  個別的支援が必要な 児童を ケ ア する た めの人員体制 

（ １ ）  適切な ケ ア に必要な 人員体制 

〇  都一時保護所について は、 一時保護を 必要と する 児童が毎年 2 ,1 0 0 人を 超え  

て 高止ま り の状況と な っ て いま す。  

 

〇 「 ト ー横キ ッ ズ 」 の一時的な 受入れな ど 、 大都市特有の課題が顕在化し て いま  

す。  

 

〇 こ れま で、 都は、 児童の安全と 安心を 保障し 、 高い入所率や児童の頻繁な 入退 

所等に対応する た め、 国が定める 「 児童福祉施設の設備及び運営に関する 基準」

よ り も 手厚く 人員を 配置し て いま す。  

 

 

 

 

 

 

 

（ 目指す方向性）  

 

〇 一時保護需要を 充足する 体制を 構築し ま す。  

 

〇 適切な ケ ア に必要な 人員体制を 強化し ま す。  

 

〇 一時保護所におけ る 児童の権利保護を 推進し ま す。  
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３  児童の権利を 守る た めの取組の充実 

（ １ ）  一時保護所におけ る 児童の権利保護 

 

① 子供の権利擁護 

〇 児童の権利を 守り 、 一時保護所の生活の質を 向上する た め、 外部評価を 受審 

し て いる ほか、第三者委員によ る 保護児童の意見を 聴く 取組も 実施し て いま す。 

 

〇 さ ら に、 令和６ 年度、 意見表明等支援員によ る 一時保護児童の意見表明の支

援を 試行開始し て いま す。  

 

② 子供の学習・ 通学 

〇 一時保護所に、 教員免許を 有する 学習指導員を 配置し て いる ほか、 家庭教師 

の派遣、 タ ブレ ッ ト によ る 習熟度に応じ た 個別学習の充実な ど を 実施し て いま  

す。  

 

〇 必要に応じ て 、 在籍校と も 連携を 図り な がら 、 学校行事等への参加を 支援し  

て いま す。  

 

〇 高校生な ど 、 通学可能な 児童は、 単独通学を 実施し て いま す。  

 

③ 家庭的環境づく り  

〇 都ではユニ ッ ト 環境のあ る 一時保護所は１ か所あ り 、 居室が個室と な っ て い 

る 保護所は２ か所あ り ま す。  
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 課題と 取組の方向性  

１  一時保護需要に応え る 環境整備の推進 

＜課題１ ＞高ま る 保護需要への的確な 対応 

〇 虐待の相談件数は過去５ 年間で１ ． ６ 倍に、 ま た 、 警察によ る 身柄通告数は年

間 1 ,3 0 0 件を 超え て 推移し て おり 、一時保護所では入所定員数を 超過し て 受入れ

を 行っ て いる 状況と な っ て いま す。  

 

 〇 受入児童の権利擁護の観点から 、 そ の置かれて いる 環境そ の他の事情を 勘案し

な がら 、 地域での生活の保障や、 在籍校への通学に配慮し た 一時保護体制の整備

が必要です。  

 

 〇 ま た 、 困難な ケ ース が増加する 中、 施設への入所調整や里親と のマ ッ チン グ に

時間がかかる な ど を 理由に、 長期の一時保護が発生し て し ま っ て いま す。  

 

〇 乳児院において は、 職員配置の少な い夜間・ 早朝な ど にも 緊急を 要する 乳児の 

一時保護委託の受入れを 行っ て いま す。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組１ －１ ） 都児童相談所の一時保護需要を 踏ま え た 体制の整備 

〇 将来的な 一時保護需要を 踏ま え 、 必要な 定員が確保でき る よ う 、 新た な 一時

保護所の整備を 実施し 、 入所定員数を 拡充し ま す。  

 

〇 あ わせて 、 児童養護施設や乳児院、 里親、 民間一時保護施設等も 活用する と と

も に、 区児童相談所と も 連携を 図り な がら 、 都内全体の一時保護需要に対応し

ま す。  

 

〇 さ ら に、 一時保護所の定員超過を 解消する た め、 児童養護施設において 、 一

時保護委託の体制構築に向け た 支援を 実施し ま す。  

 

（ 参考） 東京都一時保護所の需要推計                  単位： 人 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 ～ R15

②入所定員
上段： 都区合計

下段： 都  児  相 （ 250） （ 250） （ 296） （ 296） （ 320） （ 350） （ 414）

③差（ 不足分）

（ ①－②）

648

641

(▲7)

～

①需要推計総数

(▲57) (▲93) (▲57) (▲101)

488 534 580 624 668 663

(▲121) (▲86)

431 441 523 523 547 577

 

※②入所定員は現時点の想定案のた め変動可能性あ り  
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２  個別的支援が必要な 児童によ り 手厚いケ ア を 行う た めの人員体制の強化 

＜課題２ ＞ケ ア ニ ーズ の高い児童への支援体制の強化 

〇 ケ ア ニ ーズ が高く 個別支援が必要な 児童が増加し て おり 、 受け 入れる 児童の状

況は一層多様化・ 複雑化し 、 適切な 対応には更な る 体制の強化が必要です。  

 

〇 こ れま で一時保護所独自の職員配置基準はな く 、 児童養護施設の設備運営基準

を 準用し て おり 、 都は、 児童の集団が日々入れ替わる 等、 保護所の特性を 踏ま え

た 手厚い独自基準を 定める よ う 、 国に要望し て いま し た 。 令和６ 年４ 月、 内閣府

令によ り 、 初めて の一時保護所の独自基準と な る 「 一時保護施設の設備及び運営

に関する 基準」 が施行さ れま し た が、 都市部の特性を 十分に反映し て おら ず、 人

員配置の基準が十分ではな い状況です。 1 3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 3  厚生労働省 令和 4  年度 子ど も ・ 子育て 支援推進調査研究事業「 一時保護所の 設備・ 運営基準策定の た め の 調

査研究」  

 

（ 取組２ －１ ） 権利擁護、 個別ケ ア の観点から 国基準を 上回る 手厚い職員を 配置 

〇 児童の権利擁護や必要な 個別ケ ア を 確保する 観点から 、 国調査研究等におい

て 示さ れて き た 配置基準の考え 方を 踏ま え 、「 幼児２ 人に対し 職員は１ 人、 学

齢児３ 人に対し 職員１ 人を 常時配置」 を 方針と し ま す。  

 

 

 

 

※  常時配置と は、 昼間、 児童３ 人に対し て 常に職員１ 人（ 幼児の場合は児童２

人に対し て 常に職員１ 人） を 配置する と いう 、 児童の個別ケ ア に着目し た 新た

な 考え 方にな り ま す。  

（ 取組１ －２ ）「 １ 児童相談所１ 保護所」 の整備 

 〇 子供の地域と の繋がり の保障、 相談部門と 保護部門の連携強化の観点から「 １

児童相談所１ 保護所」 を 方針と し て 整備を 進めま す。  

（ 取組１ －３ ） 施設等への入所調整の仕組みの構築 

 〇 施設入所にかかる 調整期間の短縮化を 図る た め、施設等への入所調整の仕組み

を 構築し ま す。  

幼児 ： 職員  ⇒ ２ ： １ （ 常時配置）  

学齢児： 職員  ⇒ ３ ： １ （ 常時配置）  
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３  児童の権利を 守る た めの取組の充実 

 

＜課題３ ＞児童の権利擁護に係る 環境整備 

 

〇 国の一時保護ガイ ド ラ イ ン では、「 外出、 通学、 通信、 面会に関する 制限は、 子  

ど も の安全の確保が図ら れ、 かつ一時保護の目的が達成でき る 範囲で 必要最小限

と する 。」 と さ れて いま す。 子供の安全や福祉を 守る た めのルールについて は、 児

童に分か り やすく 説明する よ う 取り 組ん で いま すが、 一人ひと り の事情や要望に

配慮し た 対応ができ る よ う 更な る 権利擁護の推進が必要です。  

 

○ 通学支援に関し て は、 虐待等の児童の状況や通学距離等を 考慮し 、「 一時保護所

通学マ ニ ュ ア ル」 に基づき 、 実施し て いま す。 通学が可能な 場合で も そ の対応に

必要な 職員体制を 確保する こ と が困難な 状況です。  

（ 取組２ －４ ） 手厚い人員配置に向け た 人材確保策の充実 

 〇 ま た 、手厚い人員配置を 実現する た めに、採用・ リ ク ルート の強化を 図る な ど 、

人材確保策を 充実し ま す。  

 

（ 参考）「 幼児２ 人に対し 職員は１ 人、 学齢児３ 人に対し 職員は１ 人を 常時配置」 し た 場合 

    の東京都一時保護所での職員増員計画 

 

 

R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12以降R18ま で 合計

新設
大田児童相談所(仮称)

    立川一時保護所 ※
練馬一時保護所 ※

町田児童相談所(仮

称)一時保護所付設

西多摩児童相談所(仮称)、

八王子一時保護所※、 目黒区に

設置する 新たな児童相談所

保護所

職員数
169 169 192 212 238 277 497

増員数 + 23 + 20 + 26 + 39 + 220 + 328
 

※  増員数は現在の 想定で あ り 、 毎年度必要な 増員数は 変動する 可能性が あ る  

（ 取組２ －２ ） 夜間帯、 身柄付通告対応に係る 適切な 職員配置 

 〇 夜間帯において も 、 国の一時保護施設の設備及び運営に関する 基準で示さ れ

て いる ２ 人以上を 配置する と と も に、 開庁時間以外の時間におけ る 通告に係る

対応を 行う 職員を 、 別途、 配置し ま す。  

 

（ 取組２ －３ ） 心理的ケ ア が必要な 児童に対する 専門的支援の強化 

 〇 虐待な ど によ る 心の傷つき 、 発達障害や愛着形成上の課題、 P TS D 等を 抱え

る 児童も 多いこ と から 、 一時保護所におけ る 心理職の数は、 児童おおむね 1 0

人につき 1 人以上を 配置し ま す。  

※立川、 練馬、 八王子は 一時保護所の みの 新設  単位： 人     
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○ 家庭的な 環境を 確保する 観点で のユニ ッ ト 化や、 プラ イ バシ ーへの配慮や、 児  

童が安心し て 一人にな れる 場所を 確保する 観点での居室の個室化が必要です。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ 取組３ －１ ） 一時保護所におけ る 児童の権利擁護の推進 

【 児童の視点に立っ た 権利擁護の推進】  

〇 一時保護所では意見箱の設置や子ど も ア ン ケ ート 、 第三者委員の取組等、 様々

な 機会を 捉え 、 子供の声を 聴き な がら 引き 続き 権利擁護を 推進し て いき ま す。  

 

〇 入所する 児童に対し 、 入所後の生活等の説明について 、 図やイ ラ ス ト 等を 用い

た し おり 等を 新た に作成し 、 活用し ま す。  

（ 取組３ －２ ） 児童の置かれて いる 環境に応じ た 教育・ 学習支援の強化 

【 学習や通学への支援強化】  

〇 学習環境を 一層充実する た め、 在籍校と 緊密な 連携を 図る と と も に、 引き 続き  

創意工夫し た 学習を 展開し ま す。  

 

〇 児童の希望を 尊重し つつ、 そ の置かれて いる 環境そ の他の事情を 勘案し 、 通 

学の支援を 実施し ま す。   

 

〇 通学が可能な 場合、 在籍校の近く の施設や里親への委託を 一層促進し ま す。  

 

〇 一時保護所から の通学を 可能と する た め、 必要な 職員体制の確保や送迎のた  

めの仕組みを 構築し ま す。  

（ 取組３ －３ ） ユニ ッ ト 化・ 居室の個室化に向け た 施設整備 

【 家庭的な 環境を 実現する た めの施設整備】  

 〇 新設する 一時保護所について 、 原則６ 人以下のユニ ッ ト 化及び個室化を 実 

現し ま す。  

 

〇 既存一時保護所について も 、ユニ ッ ト 化・ 居室の個室化への手法を 検討し ま す。 
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 評価指標  

取組 指標名 現状 目標値 

（ １ ）  

取組１ －１  

一時保護施設の定員数 2 5 0 人 

（ 民 間 委 託 含

ま な い 都 児 相

の定員数）  

（ 令和６ 年度）  

3 5 0 人 （ 見 込

み・ 民間委託は

含ま な い 都児相

の定員数）  

（ ３ ）  

取組３ －１  

第三者評価を 実施し て いる 一時保

護施設数 

全 1 1 か所（ 民

間委託の３ か

所含む）  

（ 令和６ 年度）  

全児童相談所で

実施 

 

 

主な 施策  

・ 一時保護費 

 一時保護児童の日常生活に要する 経費のほか、 個々のニ ーズ に応じ た 学習を 提供 

でき る よ う 外部講師を 活用する な ど 、 一時保護所の支援向上に係る 経費を 計上し ま

す。  

 

・【 拡充】 児童相談所におけ る 外部評価 

  外部評価の実施によ り 、 一時保護所における 児童の権利擁護と 運営の質の向上を  

図る と と も に、 第三者によ る 評価結果を 踏ま え 、 一時保護所の改善実践に向け た ア

ク シ ョ ン 案の作成、 実践、 成果の取り ま と め、 検証・ 再計画を 行いま す。  

 

・【 拡充】 一時保護所におけ る 第三者委員の導入 

  児童の権利擁護に当た り 、 社会性や客観性を 確保する と と も に、 一時保護所入所 

児童の立場や特性に配慮し た 適切な 対応を 図る た め、 公平・ 中立的な 立場にあ る 第

三者委員を 設置し 、 入所児童から 一時保護所の生活等に関する 相談の受付、 入所児

童・ 児童相談所への助言等を 行いま す。  

 

・【 拡充】 乳児院の一時保護委託受入促進事業 

  乳児院において 、 三歳以上の幼児の一時保護委託を 受け 入れる た めの専用ユニ ッ  

ト を 設置し 受入体制の充実を 図る こ と で、 一時保護委託の実施を 促進し ま す。  

 

・【 新規】 一時保護体制強化事業（ 再掲）  

  一時保護委託児童受入促進のた め、 児童養護施設の空き ス ペース を 活用し て 一時 

保護児童を 受け 入れる 際の準備経費を 支援する ほか、 一時保護所のユニ ッ ト 化に向

け た 改修計画の策定、 通学支援、 円滑な 施設等への入所調整に資する シ ス テ ム の構

築等、 一時保護体制強化に係る 取組を 実施し ま す。  
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